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　　子育てに関する疑問に
　　　　きいちゃんが24時間365日お答えします!

　市では、県と共同してＡＩを活用したチャット

システム、ＬＩＮＥ公式アカウント「きいちゃん

の子育て応援広場」を導入しました！

　保育所への入所手続きや子どもの予防接種、色々

な手当に関することなどを質問するときいちゃん

が答えてくれます。
　きいちゃんは質問をた

くさん受けるとどんどん

勉強して賢くなるので、

友達に追加してたくさん

話しかけてくださいね♪

　　福祉課　℡22-3524

　　２月１日～住民票の写しと印鑑登録証明書の
　　　　　　　　　　コンビニ交付を始めました!!

利用可能時間　６時30分～23時
交付場所　　　全国のセブンイレブン、ローソン、
　　　　　　　ファミリーマート等

※キオスク端末が設置されているコンビニ等で利

　用できます。

手数料　　　　200円
（市民課窓口より100円お得です。）

必要なもの　　マイナンバーカード、
　　　　　　　暗証番号（利用者証明用電子証明

　　　　　　　書・４桁）

キオスク端末の操作について詳しくはこちら

　　　　https://www.lg-waps.go.jp/01-01.html

　　市民課　℡22-3561問 問

新型コロナウイルス感染症　発熱などの症状のある方はまずは電話で相談を！

相談

まず電話で
受診相談

・受診・相談センター
（湯浅保健所）
℡64-1291（平日）

・県コールセンター
（24時間対応）
℡073-441-2170

受信相談先

かかりつけ医等
身近な医療機関

診療・検体採取
（市立病院など）

診療・検査医療機関

案内

紹介

紹介

診療・検体採取

※診療・検査医療機関（自院で
診療及び検体採取が可能）は
県が指定

検
査

地域外来・検査センター

医
師
は
陽
性
者
を
直
ち
に
最
寄
り
の
保
健
所
に
報
告

※発熱のある方は医療機関を直接受診せず、まずはかかりつけ医等地域の身近な医療機関に電話で
相談し、かかりつけ医がなくどこで受診するか分からない場合は受診相談窓口に相談してくださ
い。詳しくは県のホームページをご覧ください。

検体採取

【イメージ図】

※かかりつけ医が
いない場合

発熱患者等を診療困難
または診ても検査を実
施できない医療機関

診療・検査医療機関
（市立病院など）
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「
贈
与
税
」「
相
続
税
」「
山
林
所
得
」
に
関

す
る
内
容
（
必
要
書
類
等
は
事
前
に
湯
浅
税

務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）
に
つ

い
て
は
、
②
の
会
場
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
①
・
③
の
会
場
で
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
）

※

収
支
内
訳
書
の
作
成
、
青
色
申
告
、
分
離
所

得
の
申
告
、
住
宅
関
連
の
控
除
申
告
等
に
つ

い
て
は
③
の
会
場
で
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。

■
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
等

◎
印
鑑
・
筆
記
用
具
等
（
①
②
の
会
場
で
は

用
意
し
て
い
ま
せ
ん
。）

◎
所
得
に
関
す
る
書
類
（
源
泉
徴
収
票
【
給

与
・
年
金
】、事
業
に
関
す
る
収
支
明
細
書
、

支
払
調
書
な
ど
）

◎
所
得
控
除
に
関
す
る
書
類
（
医
療
費
控
除

の
明
細
書
、
社
会
保
険
料
等
控
除
証
明
書
、

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
等
の
控
除
証

明
書
、
寄
付
金
の
受
領
書
な
ど
の
各
種
証

明
書
）

◎
前
年
分
の
申
告
書
の
控
え

◎
還
付
申
告
の
場
合
、
本
人
の
口
座
番
号
の

わ
か
る
も
の
（
通
帳
等
）

◎
税
務
署
か
ら
「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」

通
知
な
ど
が
届
い
て
い
る
方
は
そ
の
通
知

■
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
に
つ
い
て

　
申
告
書
に
は
本
人
の
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）
の
記
載
が
必
要
で
す
。
配
偶
者
控

除
・
扶
養
控
除
を
受
け
る
場
合
に
は
控
除
対

象
者
の
個
人
番
号
の
記
載
も
必
要
で
す
。

　
申
請
書
類
を
提
出
す
る
際
に
は
次
の
①
又

は
②
に
よ
る
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
写

し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

①
個
人
番
号
カ
ー
ド（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）

②
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
及
び
身
元
確
認
書
類

　（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

場
合
は
、
顔
写
真
が
付
い
て
い
な
い
証
明

書
２
点
（
例‥

健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
・

介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
・
各
種
年
金
証

書
・
社
員
証
・
学
生
証
等
）

※

15
歳
未
満
の
方
の
受
け
取
り
時
は
、
本
人

と
法
定
代
理
人
の
来
庁
及
び
本
人
確
認
書

類
の
持
参
が
必
要
で
す
。

【
電
子
証
明
書
の
更
新
】

①
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
通
知
書

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

③
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
暗
証
番
号
を
忘
れ
た
場
合
）

※

住
所
の
変
更
手
続
き
等
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
　
市
民
課
　
℡
22 

ー 

３
５
６
１

■
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

　
申
告
・
納
期
限
　
３
月
15
日
（
月
）

　
振
替
日
　
４
月
19
日
（
月
）

■
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

　
申
告
・
納
期
限
　
３
月
31
日
（
水
）

　
振
替
日
　
４
月
23
日
（
金
）

■
贈
与
税

　
申
告
・
納
期
限
　
３
月
15
日
（
月
）

※

確
定
申
告
は
ス
マ
ホ
が
便
利
で
す
！

※

納
税
に
は
、「
振
替
納
税
」
が
便
利
で
確

実
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
便
利
な
納
付
方
法
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
国
税
の
納
付
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
、

ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
利
用
し

た
コ
ン
ビ
ニ
納
付
な
ど
、
簡
単
な
手
続
き
で

利
用
で
き
る
便
利
な
方
法
の
ご
利
用
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
　
湯
浅
税
務
署
　
℡
63 

ー 

５
３
５
１

　「
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
取
を
さ
れ
る
方

（
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）
が
届
い
て
い
る

方
）」
及
び
、「
電
子
証
明
書
の
更
新
の
お
知

ら
せ
が
届
い
て
い
る
方
」
で
、
日
中
受
け
取

れ
な
い
方
を
対
象
に
市
役
所
を
開
庁
し
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
　
２
月
28
日
（
日
）
８
時
30
分
〜
正
午

持
ち
物

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
】

①
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド

③
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち
の
方
）

④
本
人
確
認
書
類

・
顔
写
真
付
き
の
証
明
書
１
点
（
例‥

運
転

　
免
許
証
・
障
害
者
手
帳
・
在
留
カ
ー
ド
等
）

・
顔
写
真
付
き
の
証
明
書
を
お
持
ち
で
な
い

※

会
場
で
の
感
染
症
対
策
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

①
の
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
早
め
に
受
付
を
終

了
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
の
会
場
に
つ
い
て
は
、入
場
整
理
券
が
必
要
。

※

マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

咳
・
発
熱
等
の
症
状
の
あ
る
方
や
体
調
の
す

ぐ
れ
な
い
方
は
入
場
を
お
断
り
し
ま
す
。

※

「
土
地
・
建
物
・
株
式
等
を
売
却
さ
れ
た
所
得
」

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
け
取
り
・

　
　
　
　
　
　更
新
の
た
め
の
休
日
開
庁

確
定
申
告
期
限
と
振
替
納
税

確
定
申
告
会
場
を
開
設
し
ま
す

問 問

お
し
ら
せ

Arida Information
～有田市からのおしらせ～

人口・世帯数
【令和3年 1月 1日現在】

人口　27,240人（前月比-38人）
男　12,932人　女　14,308人
世帯数　11,726戸

③所得税・市民税
相談会場

２月16日（火）～
３月12日（金）

※今年から事前予約制
（詳細は広報１月号、回
覧板をご覧ください）

市役所３階会議室

所得税・市民税の
申告をされる方
税務課

℡22－3574・22-3576

②確定申告会場

２月16日（火)～
３月15日（月）
９時～16時

湯浅税務署内

所得税・消費税・贈与
税の申告をされる方

湯浅税務署　　℡63－5351

①税理士による
無料地区相談会場

２月８日（月）
２月９日（火）
９時30分～12時
13時～16時

※15時30分受付締切

市役所３階会議室

所得税・消費税の
申告をされる方

会　場

日　時

※土日祝を
　除く

場　所

対象者

問い合わせ


